
　
令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動
車
税
納

付
確
認
シ
ス
テ
ム
（
軽
Ｊジ

ェ
ン
ク
ス

Ｎ
Ｋ
Ｓ
）
が
運

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
軽
三

輪
、
軽
四
輪
の
み
対
象
で
し
た
が
、
令
和

７
年
１
月
か
ら
す
べ
て
の
軽
自
動
車
が

対
象
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
軽
自
動
車
の
車
検
（
継

続
検
査
）
時
に
納
税
証
明
書
の
提
出
が
原

則
不
要
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
今
年
度
か
ら
は
軽
自

動
車
税
の
納
税
証
明
書
送
付
を
廃
止
し

ま
す
。

　
な
お
、
納
税
証
明
書
が
必
要
な
方
に
対

し
て
は
引
き
続
き
、
税
務
課
で
発
行
し

ま
す（
手
数
料
無
料
）。
　

　
申
請
に
は
車
の
標
識
番
号
と
車
台
番

号
の
下
４
桁
の
記
入
が
必
要
で
す
。

＊ 

軽
J
N
K
S
の

詳
細
は
地
方
税

共
同
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

 

　・ 

軽
自
動
車
税
を
納
付
後
す
ぐ
に
車
検

を
受
け
る
場
合
（
軽
J
N
K
S
の
シ

ス
テ
ム
に
反
映
す
る
ま
で
３
週
間
ほ

ど
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

・ 
令
和
７
年
１
月
ま
で
に
二
輪
の
小
型

自
動
車
（
２
５
０
ｃ
ｃ
以
上
）
の
車
検

を
受
け
る
場
合

・ 

他
の
市
区
町
村
へ
引
っ
越
し
さ
れ
た

直
後
に
車
検
を
受
け
る
場
合

・
中
古
車
購
入
直
後
の
場
合

・ 

車
検
を
受
け
る
車
両
に
軽
自
動
車
税
の

未
納
が
あ
る
場
合
（
未
納
分
を
納
付

後
、
納
税
証
明
書
の
発
行
が
で
き
ま
す
）

＊ 

以
上
の
理
由
に
該
当
し
な
い
に
も
関

わ
ら
ず
軽
J
N
K
S
に
登
録
さ
れ
て

い
な
い
場
合
な
ど
、
ご
不
明
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
担
当
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
令
和
６
年
度
第
１
回
町
営
住
宅
入
居
者
募
集
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

募
集
期
間
　

　
５
月
７
日（
火
）～
５
月
24
日（
金
）

募
集
団
地

・ 

第
１
内
池
団
地（
内
池
1
5
0
番
地
）

　
平
成
14
年
築（
木
造
２
階
建
）２
D
K
　
１
戸

・ 

西
山
団
地（
豊
田
2
0
5
番
地
23
）

　
昭
和
60
年
築（
P
C
造
２
階
建
）３
D
K
　
１
戸

入
居
資
格
　

　
次
の
①
～
⑦
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

① 

町
内
に
居
住
し
て
い
る
ま
た
は
勤
務
地
を
有
し
て
い

る
こ
と（
３
か
月
以
上
）

② 

持
ち
家（
共
有
名
義
を
含
む
）が
な
く
、
住
宅
に
困
窮

し
て
い
る
こ
と

③ 

税
・
公
共
料
金
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

④ 

現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が

い
る
こ
と

※ 

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
単
身
で

も
入
居
で
き
ま
す
。

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

・
60
歳
以
上
の
方

・ 

身
体
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
か
ら

４
級
ま
で
の
方

・ 

精
神
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
か
ら

３
級
ま
で
の
方

・ 

知
的
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
精
神
障
が

い
の
程
度
に
相
当
す
る
方

・
D
V
被
害
者
に
該
当
す
る
方
　

⑤ 

１
か
月
あ
た
り
の
収
入
が
定
め
ら
れ
た
基
準
以
下
で

あ
る
こ
と

⑥ 

連
帯
保
証
人（
２
名
）を
た
て
ら
れ
る
こ
と

⑦ 

申
込
者
お
よ
び
同
居
親
族
が
反
社
会
的
勢
力
に
属
さ

な
い
こ
と

月
額
家
賃

　
入
居
者
の
収
入
お
よ
び
住
宅
の
諸
条
件
に
よ
り
決
定

し
ま
す
。

入
居
可
能
予
定
日 

　
７
月
中
旬
ご
ろ

今
後
の
募
集
予
定
　

　
令
和
６
年
度
の
町
営
住
宅
入
居
者
募
集
に
つ
い
て

下
記
日
程
に
て
実
施
す
る
予
定
で
す
。

第
２
回  

令
和
６
年
８
月
５
日（
月
）～
８
月
23
日（
金
）

第
３
回  

令
和
６
年
11
月
５
日（
火
）～
11
月
22
日（
金
）

第
４
回  

令
和
７
年
２
月
３
日（
月
）～
２
月
21
日（
金
）

※ 

入
居
者
の
入
退
去
、
住
宅
の
状
況
等
に
よ
り
募
集

団
地
の
変
更
等
が
生
じ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
戸
数
・
規
格
・
家
賃

の
詳
細
・
最
新
の
情
報
は
、
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
４
月
１
日
現
在
、
身
体
障
害
者
手
帳
、

戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育
手
帳
お
よ
び
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
の
う
ち
、
要
件
に
該
当
す
る
級
以

上
の
障
が
い
を
有
す
る
方
が
所
有
す
る
軽

自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
含
む
）
は
、

申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
(種
別
割
)が
減
免

さ
れ
ま
す
。

　
申
請
さ
れ
る
方
は
、
次
の
必
要
書
類
を

そ
ろ
え
て
役
場
税
務
課
で
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

«申
請
に
必
要
な
書
類«

　
①  

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
い
ず
れ
か

　
② 

運
転
免
許
証

　
③  

自
動
車
検
査
証
（
４
月
１
日
現
在
、
使

用
者
お
よ
び
所
有
者
欄
に
登
録
が
あ

る
者
が
障
が
い
者
本
人
で
あ
る
こ
と
）

　
④  

納
税
通
知
書
・
納
付
書
（
５
月
上
旬

に
郵
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
口
座
振

替
の
方
は
納
付
書
が
あ
り
ま
せ
ん
。）

　
⑤ 
軽
自
動
車
税
(種
別
割
)減
免
申
請
書

　
⑥ 

生
計
同
一
・
常
時
介
護
証
明
書

　

※ 

③
身
体
障
が
い
者
等
が
年
齢
18
歳
未
満

の
身
体
障
が
い
者
で
あ
る
場
合
ま
た
は

知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
で
あ

る
場
合
に
は
身
体
障
が
い
者
等
と
生
計
を

一
に
す
る
者
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
を

含
み
ま
す
。

　
※ 

⑥
身
体
障
が
い
者
等
本
人
以
外
の
家

族
等
の
方
が
運
転
さ
れ
る
場
合
に
必

要
で
す
。

　
※ 

⑤
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書
お
よ
び

⑥
生
計
同
一
・
常
時
介
護
証
明
書
の

用
紙
は
税
務
課
で
お
渡
し
し
ま
す
。

　
な
お
、
前
年
度
に
減
免
を
受
け
て
い
た

方
で
、
そ
の
内
容
等
に
変
更
の
な
い
方
は
、

「
軽
自
動
車
税
(種
別
割
)の
減
免
に
係
る
現

況
報
告
書
」（
税
務
課
よ
り
送
付
）
の
提
出

に
よ
り
継
続
し
て
減
免
申
請
が
で
き
ま
す
。

（
郵
送
に
よ
る
提
出
も
可
能
で
す
。）

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
税
務
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

«受
付
期
限«

　
納
税
通
知
書
到
着
後
か
ら
令
和
６
年
５
月

24
日
（
金
）
ま
で
（
納
期
限
７
日
前
）

※�

土
日
祝
お
よ
び
受
付
期
限
後
の
申
請
は

受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

軽
自
動
車
の
車
検（
継
続
検
査
）時
に

軽
自
動
車
の
車
検（
継
続
検
査
）時
に

納
税
証
明
書
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す

納
税
証
明
書
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す

軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の
減
免
に
つ
い
て

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
収
納
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

６
５
７
０

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
住
民
税
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

６
５
７
０

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
建
設
計
画
課 

都
市
計
画
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
6
7

　日野町の上水道料金は、本年 6月
検針分より、口径 13mm、20mm
の基本料金を 20％あまり引き下げ
ます。
　今後も、能率的で健全な経営を維
持し、適正な料金水準に努めてまい
りますので、ご理解とご協力をお願
いします。

水道料金改定による口径別比較表（2か月あたり）

　超過料金は変更ありません。

口径
基本料金（消費税別）

基本水量 現行料金 改定料金
13mm 10㎥まで 3,200 円 2,500 円
20mm 20㎥まで 6,400 円 5,000 円
25mm 60㎥まで 13,200 円

改定なし

30mm 100㎥まで 24,000 円
40mm 220㎥まで 59,200 円
50mm 500㎥まで 144,000 円
75mm 800㎥まで 230,400 円
100mm 1400㎥まで 403,200 円

◆問い合わせ先　上下水道課　上水道担当　☎0748-52-6576

地方税共同機構
ホームページ
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令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動
車
税
納

付
確
認
シ
ス
テ
ム
（
軽
Ｊジ

ェ
ン
ク
ス

Ｎ
Ｋ
Ｓ
）
が
運

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
軽
三

輪
、
軽
四
輪
の
み
対
象
で
し
た
が
、
令
和

７
年
１
月
か
ら
す
べ
て
の
軽
自
動
車
が

対
象
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
軽
自
動
車
の
車
検
（
継

続
検
査
）
時
に
納
税
証
明
書
の
提
出
が
原

則
不
要
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
今
年
度
か
ら
は
軽
自

動
車
税
の
納
税
証
明
書
送
付
を
廃
止
し

ま
す
。

　
な
お
、
納
税
証
明
書
が
必
要
な
方
に
対

し
て
は
引
き
続
き
、
税
務
課
で
発
行
し

ま
す（
手
数
料
無
料
）。
　

　
申
請
に
は
車
の
標
識
番
号
と
車
台
番

号
の
下
４
桁
の
記
入
が
必
要
で
す
。

＊ 

軽
J
N
K
S
の

詳
細
は
地
方
税

共
同
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

 

　・ 

軽
自
動
車
税
を
納
付
後
す
ぐ
に
車
検

を
受
け
る
場
合
（
軽
J
N
K
S
の
シ

ス
テ
ム
に
反
映
す
る
ま
で
３
週
間
ほ

ど
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

・ 

令
和
７
年
１
月
ま
で
に
二
輪
の
小
型

自
動
車
（
２
５
０
ｃ
ｃ
以
上
）
の
車
検

を
受
け
る
場
合

・ 

他
の
市
区
町
村
へ
引
っ
越
し
さ
れ
た

直
後
に
車
検
を
受
け
る
場
合

・
中
古
車
購
入
直
後
の
場
合

・ 

車
検
を
受
け
る
車
両
に
軽
自
動
車
税
の

未
納
が
あ
る
場
合
（
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納
分
を
納
付

後
、
納
税
証
明
書
の
発
行
が
で
き
ま
す
）
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以
上
の
理
由
に
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当
し
な
い
に
も
関

わ
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ず
軽
J
N
K
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に
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れ
て

い
な
い
場
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な
ど
、
ご
不
明
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
担
当
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
令
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６
年
度
第
１
回
町
営
住
宅
入
居
者
募
集
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

募
集
期
間
　

　
５
月
７
日（
火
）～
５
月
24
日（
金
）

募
集
団
地

・ 

第
１
内
池
団
地（
内
池
1
5
0
番
地
）

　
平
成
14
年
築（
木
造
２
階
建
）２
D
K
　
１
戸

・ 

西
山
団
地（
豊
田
2
0
5
番
地
23
）

　
昭
和
60
年
築（
P
C
造
２
階
建
）３
D
K
　
１
戸

入
居
資
格
　

　
次
の
①
～
⑦
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

① 

町
内
に
居
住
し
て
い
る
ま
た
は
勤
務
地
を
有
し
て
い

る
こ
と（
３
か
月
以
上
）

② 

持
ち
家（
共
有
名
義
を
含
む
）が
な
く
、
住
宅
に
困
窮

し
て
い
る
こ
と

③ 
税
・
公
共
料
金
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

④ 
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が

い
る
こ
と

※ 

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
単
身
で

も
入
居
で
き
ま
す
。

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

・
60
歳
以
上
の
方

・ 

身
体
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
か
ら

４
級
ま
で
の
方

・ 

精
神
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
か
ら

３
級
ま
で
の
方

・ 

知
的
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
精
神
障
が

い
の
程
度
に
相
当
す
る
方

・
D
V
被
害
者
に
該
当
す
る
方
　

⑤ 

１
か
月
あ
た
り
の
収
入
が
定
め
ら
れ
た
基
準
以
下
で

あ
る
こ
と

⑥ 

連
帯
保
証
人（
２
名
）を
た
て
ら
れ
る
こ
と

⑦ 

申
込
者
お
よ
び
同
居
親
族
が
反
社
会
的
勢
力
に
属
さ

な
い
こ
と

月
額
家
賃

　
入
居
者
の
収
入
お
よ
び
住
宅
の
諸
条
件
に
よ
り
決
定

し
ま
す
。

入
居
可
能
予
定
日 

　
７
月
中
旬
ご
ろ

今
後
の
募
集
予
定
　

　
令
和
６
年
度
の
町
営
住
宅
入
居
者
募
集
に
つ
い
て

下
記
日
程
に
て
実
施
す
る
予
定
で
す
。

第
２
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令
和
６
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８
月
５
日（
月
）～
８
月
23
日（
金
）

第
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回  

令
和
６
年
11
月
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日（
火
）～
11
月
22
日（
金
）

第
４
回  

令
和
７
年
２
月
３
日（
月
）～
２
月
21
日（
金
）

※ 

入
居
者
の
入
退
去
、
住
宅
の
状
況
等
に
よ
り
募
集

団
地
の
変
更
等
が
生
じ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
戸
数
・
規
格
・
家
賃

の
詳
細
・
最
新
の
情
報
は
、
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
４
月
１
日
現
在
、
身
体
障
害
者
手
帳
、

戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育
手
帳
お
よ
び
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
の
う
ち
、
要
件
に
該
当
す
る
級
以

上
の
障
が
い
を
有
す
る
方
が
所
有
す
る
軽

自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
含
む
）
は
、

申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
(種
別
割
)が
減
免

さ
れ
ま
す
。

　
申
請
さ
れ
る
方
は
、
次
の
必
要
書
類
を

そ
ろ
え
て
役
場
税
務
課
で
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

«申
請
に
必
要
な
書
類«

　
①  

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
い
ず
れ
か

　
② 

運
転
免
許
証

　
③  

自
動
車
検
査
証
（
４
月
１
日
現
在
、
使

用
者
お
よ
び
所
有
者
欄
に
登
録
が
あ

る
者
が
障
が
い
者
本
人
で
あ
る
こ
と
）

　
④  

納
税
通
知
書
・
納
付
書
（
５
月
上
旬

に
郵
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
口
座
振

替
の
方
は
納
付
書
が
あ
り
ま
せ
ん
。）

　
⑤ 

軽
自
動
車
税
(種
別
割
)減
免
申
請
書

　
⑥ 

生
計
同
一
・
常
時
介
護
証
明
書

　

※ 

③
身
体
障
が
い
者
等
が
年
齢
18
歳
未
満

の
身
体
障
が
い
者
で
あ
る
場
合
ま
た
は

知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
で
あ

る
場
合
に
は
身
体
障
が
い
者
等
と
生
計
を

一
に
す
る
者
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
を

含
み
ま
す
。

　
※ 

⑥
身
体
障
が
い
者
等
本
人
以
外
の
家

族
等
の
方
が
運
転
さ
れ
る
場
合
に
必

要
で
す
。

　
※ 

⑤
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書
お
よ
び

⑥
生
計
同
一
・
常
時
介
護
証
明
書
の

用
紙
は
税
務
課
で
お
渡
し
し
ま
す
。

　
な
お
、
前
年
度
に
減
免
を
受
け
て
い
た

方
で
、
そ
の
内
容
等
に
変
更
の
な
い
方
は
、

「
軽
自
動
車
税
(種
別
割
)の
減
免
に
係
る
現

況
報
告
書
」（
税
務
課
よ
り
送
付
）
の
提
出

に
よ
り
継
続
し
て
減
免
申
請
が
で
き
ま
す
。

（
郵
送
に
よ
る
提
出
も
可
能
で
す
。）

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
税
務
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

«受
付
期
限«

　
納
税
通
知
書
到
着
後
か
ら
令
和
６
年
５
月

24
日
（
金
）
ま
で
（
納
期
限
７
日
前
）

※�

土
日
祝
お
よ
び
受
付
期
限
後
の
申
請
は

受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

軽
自
動
車
の
車
検（
継
続
検
査
）時
に

軽
自
動
車
の
車
検（
継
続
検
査
）時
に

納
税
証
明
書
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す

納
税
証
明
書
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す

軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の
減
免
に
つ
い
て

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
収
納
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

６
５
７
０

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
住
民
税
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

６
５
７
０

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
建
設
計
画
課 
都
市
計
画
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
6
7

　日野町の上水道料金は、本年 6月
検針分より、口径 13mm、20mm
の基本料金を 20％あまり引き下げ
ます。
　今後も、能率的で健全な経営を維
持し、適正な料金水準に努めてまい
りますので、ご理解とご協力をお願
いします。

水道料金改定による口径別比較表（2か月あたり）

　超過料金は変更ありません。

口径
基本料金（消費税別）

基本水量 現行料金 改定料金
13mm 10㎥まで 3,200 円 2,500 円
20mm 20㎥まで 6,400 円 5,000 円
25mm 60㎥まで 13,200 円

改定なし

30mm 100㎥まで 24,000 円
40mm 220㎥まで 59,200 円
50mm 500㎥まで 144,000 円
75mm 800㎥まで 230,400 円
100mm 1400㎥まで 403,200 円

◆問い合わせ先　上下水道課　上水道担当　☎0748-52-6576

地方税共同機構
ホームページ
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